
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 45 年 5 月 1 日

）

）

３．指定管理者の概要

平成 30 年 4 月 1 日 令和 3 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

無料

※沖縄県は単独施設ではなく、武道館アリーナ棟、同トレーニング室と錬成道場練施設を一括して指
定管理している。

業　　務

①施設の利用に関する業務
②施設の管理に関する業務
※指定射撃場に配置が義務づけられている管理者の配置については専門的知識を要するため、県ライフル
協会に委託している。

≪代表者氏名≫ 代表取締役社長　大熊　稔幸
～

その他（

（説明）

設置目的

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

類似施設の
設置状況

管理運営負担金
事業費＜Ａ＞

内
訳

（単位：千円）
区　　　分

財
源

（実績） （実績）

5,081その他（

≪所在地≫ 長崎市淵町2番25号
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社

設置年月日
長崎県体育施設条例第１条（昭和３９年５月１日）設置法令等

諸収入 4,441県
　
予
　
算

（実績）

面積　18,248.62㎡　（H25.9月改築、供用開始）
建物　1階　1,127.09㎡　50mｽﾓｰﾙﾎﾞｱﾗｲﾌﾙ（ﾊﾞｯﾌﾙ式 25的)
                                　　 ※10mｴｱｰﾗｲﾌﾙ,ｴｱｰﾋﾟｽﾄﾙ兼用の10的含む
　　　2階　1,076.11㎡　10mｴｱｰﾗｲﾌﾙ,ｴｱｰﾋﾟｽﾄﾙ（覆道式 36的)
                             　　　　※10mﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙ、ﾋﾞｰﾑﾋﾟｽﾄﾙ兼用の14的含む

県民の体育及びレクリエーションの普及並びにその振興を図るため。

利用対象：ライフル競技者
開場時間：水午後1時～午後9時30分、木・金午後1時～午後5時30分、土・日午前9時～午後5時30分
休業日：適宜、年末年始（12月29日～1月3日）

国　　庫

一般財源

平成28年度 平成29年度

―

施　設　名　称 長崎県小江原射撃場
事 業 所 管 教育庁 体育保健課

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

394

所　在　地 長崎市小江原５００ 課（室）長名 松﨑　耕士

―

人件費＜Ｂ＞

―

（実績）
平成30年度 令和元年度

0.45
「当施設を利用する1人当たりのコスト」＝Ｃ÷（年間利用者数）

5,081合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞
0.49単位あたりコスト

4,441 4,559

4,047 4,099
864

4,517

4,5174,559

4,517
5,081
4,217

4,559

選定方法

4,517
4,559

0.53 0.50

4,441

導入済

指定管理者
の名称等

利用料金制

≪名  称≫

指定期間

令和2年度
（計画）

4,099

4,099

事業評価調書〔途中評価〕（令和２年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔B調書〕

4,099

様式３

長崎県
小江原射撃場

沖縄県
ライフル射撃場

Ｈ３０利用者（人） 9,454 3,400
指定管理者制度導入時期 H18.4.1 H18.4.1
Ｈ３０管理運営費負担金（千円） 4,217 武道館アリーナ棟に含む



４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

　　　　実　　　　績

ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ

0 常勤 0 0 0 0 0 0
0 非常勤 0 0 0 0 0 0

５．令和元年度事業の実施状況・実績の検証

６．令和２年度事業の実施にあたり見直した内容

Ａ指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

常勤 常勤 常勤
非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国のガイドラインに留意し、利用者へ手洗いや手指の消毒の呼びかけ等
を行いながら、事業を実施している。

※（注記があれば記載）

収入計(a)

常勤

（実績） （実績）

管
理
運
営
の
状
況

計　　　　画 実　　　　績
＜指定管理者実施分＞
■施設の維持管理
①施設整備及び備品の保守点検

②清掃等の管理業務の実施
③安全ECOパトロールの実施

＜指定管理者実施分＞
①指定射撃場は、管理者として専門知識を有する者の配
置が基準となっているため、大会や練習等での射撃場利
用時の管理については、県ライフル射撃協会に委託して
いる。
　施設自体の維持、管理については指定管理者において
実施された。
②敷地内の除草作業、落ち葉の清掃を随時実施
③危険箇所や修繕必要箇所確認、省エネ活動点検を実施

8,000

達成率(b/a)
目標値

令和元年度平成28年度 平成29年度

9,145
142 112

③

8,000

118

①過去４ヵ年実績の平均

単位

①過去５ヵ年実績の平均

平成30年度

<令和２年度実施における変更点＞

（実績） （実績）

③

年間利用者数①
（目標値の根拠）

②

①
7,310

10,202
139

6,400人

② 実績値
達成率(b/a)

人
％

％

利用料金

246
4,047

342

県負担金

その他
492

指定管理者の
収支状況 実績－計画

5,040738 4,389

0

481

（実績） （実績）

収支(a-b) 609

支出(b)
うち人件費

475 657251

3,914 4,3834,025
0

4,559

4,512

0
4,025

4,025
487

成
果
指
標
の
達
成
状
況

実績値

目標値

％

240 246
4,217 4,517

内　　　　容

令和2年度
（計画）

8,800目標値
9,454 8,984

（説明）※管理運営の状況や収支の状況の検証結果、成果指標の達成状況等を踏まえて記載
・指定射撃場に配置が義務づけられている管理者の配置については、専門知識を持つ県ライフル射撃協会に委託してお
り、安全が確保され適切に管理されている。
・年間利用者数は、目標値8,000人に対して8,984人と上回っている。

常勤

4,457 4,763

0251
配置職員数

0

（人）
常勤

実績値
達成率(b/a)

事業計画（R1 ）
（実績）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和2年度
（計画）

4,099

令和元年度
（実績）

0
4,0993,848

（千円）

4,099



７．令和２年度事業の評価

■

■

■

■

■

■

■

※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

８．令和３年度事業の実施に向けた方向性
■ 現状維持 改善 移管 廃止

必
要
性

区　　分

視　点 評　価

（説明：令和３年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
・管理運営は協定書に基づき適正に行われており、また、各種大会の開催などにより利用者が9,000人前後で維持されて
いることから引き続き現状の取組を継続していく。
・なお、新型コロナウイルスの感染状況を引き続き注視し、感染症対策を徹底しながら事業を実施していく。

a.薄れていない
b.一部薄れている
c.薄れている

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

a.適応している
b.一部適応していない
c.適応していない

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

a.適当（可能）でない
b.一部適当（可能）でない

c.適当（可能）である

効
率
性

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。

a.得られている
b.一部得られている
c.得られていない

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.代えられない

b.一部代えられない

c.代えられる

有
効
性

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

a.なっている
b.一部なっていない
c.なっていない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

a.余地はない
b.一部余地がある
c.余地がある

・収入の確保に向けた取り組
みが行われているか。

・経費節減に向けた取り組み
が行われているか。

視　点 評　価
・施設の設置目的にあった管
理運営が行われているか。

・住民の公平かつ平等な利用
の確保が行われているか。

ａ

ａ

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

（その他の観点）

（その他の観点）

ａ

ａ

ａ

ａ

・利用者に質の高いサービス
の提供が行われているか。

・施設・設備の維持管理は適
切に行われているか。


